指定管理者選定基準書〔兼配点表〕（2/2）


	公の施設の名称
	吉備中央町地域特産物総合交流促進施設

	施設の所在地
	吉備中央町北１９７４番地

	指定管理期間
	令和９年４月１日 から 令和１４年３月３１日 まで


　　　　　　　　　　　　　

	項　　目
	評　　価　　基　　準
	配　点

	１ 施設の適正な管理運営のための基本的な考え方
	10点

	
	(1)
	施設の性格や目的等に合致した方針があり意欲があること
	①
	基本方針や提案全般を通じて，町の方針、施設の性格や設置目的、業務内容等を的確に把握し、指定管理者となる意義や責任を認識しているか
	

	
	
	
	②
	指定管理者となることへの意欲を感じられるか
	

	
	(2)
	町民の平等な利用が確保されていること
	①
	施設運営における平等な利用について確保されているか
	

	
	
	
	②
	事業内容に偏りがあったり、一部の利用者に利用制限や優遇をしたりすることはないか
	

	
	
	
	③
	公共の仕事という倫理性や法令順守について認識し、対応しているか
	

	
	(3)
	施設の効用が最大限発揮されていること
	①
	施設の利用を促進させる方策等はあるか
	

	
	
	
	②
	利用者や周辺住民のサービス向上への期待が持てるか
	

	２ 組織の安定性
	5点

	
	(1)
	運営理念や財務の健全性
	①
	団体の運営理念や方針は、指定管理者として相応しいか
	

	
	
	
	②
	過去の決算書や実績から運営の安定性を欠くような点はないか
	

	
	
	
	③
	団体の財務状況は良好か、不測事態や資金需要の集中への余裕はあるか
	

	
	(2)
	過去又は現在の実績等
	①
	類似施設や関連業務の管理実績があるか
	

	
	
	
	②
	類似施設を管理した経験を有するものがいるか
	

	３ 施設の管理・運営に関する事業計画
	

	
	(1)
	事業への具体的な取組み方（機能性）
	①
	業務範囲について漏れなく的確に把握しているか
	10点

	
	
	
	②
	年間の事業量を適切に把握し、実行可能な計画となっているか
	

	
	
	
	③
	利用者（家族を含む）や周辺住民からの苦情や要望、意見等への対応は適切に処理できる体制になっているか
	

	
	(2)
	施設の運営体制や組織（責任性・実効性）
	①
	業務遂行に必要な職員体制や配置人員は適切であるか
	10点

	
	
	
	②
	責任者や有資格者の配置、指揮系統は明確にされているか
	

	
	
	
	③
	業務従事者の研修や業務指導に関する方針や計画は示されているか
	

	
	
	
	④
	一部業務を委託する場合、委託の範囲及び委託先は適切か
	

	
	(3)
	適正な管理や経理

（明瞭性・規律性）
	①
	事務や会計処理の基準や手続に基づき、適正に処理することができるか
	5点

	
	
	
	②
	経理帳簿・台帳等を整備し、情報公開や監査請求に適切に対処できるか
	

	
	
	
	③
	業務報告や事業報告を適切に作成し、自ら評価し、改善姿勢はあるか
	

	
	(4)
	安全管理や緊急時等の対応（安全性）
	①
	安全対策は明瞭で業務従事者の教育、訓練の実施計画はあるか
	10点

	
	
	
	②
	防犯・防災対策が計画され、示されているか
	

	
	
	
	③
	緊急時の連絡体制や町への通報体制が示されているか
	

	
	(5)
	個人情報の保護

（個人情報）
	①
	個人情報の保護に対する認識は適切か
	5点

	
	
	
	②
	個人情報を保護するための体制や研修などが確保されているか
	

	
	
	
	③
	万一個人情報が流失した場合の対応が検討されているか
	

	
	(6)
	適切な経費の算定

（経済性）
	①
	過大な収入を見込むなど、無理又は無謀な収支計画となっていないか
	10点

	
	
	
	②
	事業計画を遂行する為に必要な経費が全て計上されているか
	

	
	
	
	③
	経費が不当又は不適当に安くなっていないか
	

	
	(7)
	新たなサービスの展開（独創性）
	①
	サービス提供時間延長（時間延長・休館日の開館）の提案があるか
	10点

	
	
	
	②
	使用料減額の提案があるか
	

	
	
	
	③
	実効性がある新たなアイデアの提案があるか
	

	４ その他
	①
	省エネや環境負荷の軽減に配慮し、廃棄物は適正に処理できるか
	5点

	
	②
	福祉・人権・教育など地域貢献に関する計画があるか
	

	
	③
	障害者・高齢者・子どもなどへの配慮や工夫をしているか
	

	
	④
	障害者・高齢者などを新たに雇用する計画はあるか
	

	５ 経費の削減
	下記のとおり
	20点

	合　　　計
	
	100点


＜５ 経費削減の評価点算出＞

	「５経費の削減」の評価点については、次の式により算出する。

評価点 ＝ [配点] － { [配点] ×（ [提案額]×2 － [上限額] ）÷ [上限額] }

注1: 算出結果の小数点第２位を四捨五入し、評価点とする。

注2: 算出結果が、「評価点＞配点」の場合、「評価点＝配点」とする。

	計算例①　配点＝20点　上限額＝10,000千円　提案額＝9,253千円の場合

評価点＝20点－{20点×（9,253千円×2－10,000千円）÷10,000円}

　　　　　　　＝2.988 → (小数点第2位四捨五入) → 2.9点
計算例②　配点＝20点　上限額＝10,000千円　提案額＝5,000千円の場合

評価点＝20点－{20点×（5,000千円×2－10,000千円）÷10,000円}

　　　　　　　＝20.000 → (小数点第2位四捨五入) → 20.0点
計算例③　配点＝20点　上限額＝10,000千円　提案額＝4,000千円の場合

評価点＝20点－{20点×（4,000千円×2－10,000千円）÷10,000円}

　　　　　　　＝24.000 → (小数点第2位四捨五入) → 24.0点

              →（「評価点＞配点」のため、「評価点＝配点」とする。）→ 20.0点


